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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ノズルを試薬容器の開口部に挿入し、試薬容器内の試薬を吸引し、反応容器内に吐出す
る試薬吸引吐出手段を有する自動分析装置において、
　試薬容器の開口部の大小が入力される試薬容器情報入力手段と、
　上記ノズルが上記試薬容器内の試薬液面に到達したことを検出する複数種類の液面到達
検出手段と、
　上記試薬容器情報入力手段から入力された上記開口部の大小情報に従って、上記複数種
類の液面到達検出手段のうち、上記開口部が大の場合には上記液面到達検出手段として、
静電容量方式と電気抵抗方式のいずれかを選択し、上記開口部が小の場合には上記液面到
達検出手段として、光学的検知方式と圧力検知方式のいずれかを選択し、選択した液面到
達検出手段からの液面到達検出信号に基づいて、上記試薬吸引吐出手段の試薬吸引動作を
制御する動作制御手段と、
　を備えることを特徴とする自動分析装置。
【請求項２】
　請求項１記載の自動分析装置において、上記試薬容器を上記試薬吸引吐出手段が試薬を
吸引する試薬吸引位置に移動させる試薬容器移動手段を備え、上記試薬容器情報入力手段
には、試薬容器が液揺れ防止手段を有するか否かの情報が入力され、上記動作制御手段は
、上記試薬容器情報入力手段から入力された、液揺れ防止手段を有するか否かの情報に従
って、上記試薬容器移動手段が試薬容器を上記試薬吸引位置に移動させた後から上記試薬
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吸引吐出手段による試薬吸引動作を開始するまでの試薬吸引動作開始時間を変更すること
を特徴とする自動分析装置。
【請求項３】
　請求項２記載の自動分析装置において、上記動作制御手段は、上記試薬容器が液揺れ防
止手段を有する場合における、上記試薬吸引動作開始時間を、上記試薬容器が液揺れ防止
手段を有していない場合の上記試薬吸引動作開始時間より短時間とすることを特徴とする
自動分析装置。
【請求項４】
　ノズルを試薬容器の開口部に挿入し、試薬容器内の試薬を吸引し、試料を収容する反応
容器内に吐出し、反応容器内の混合液を分析する自動分析方法において、
　試薬容器情報入力手段から試薬容器の開口部の大小を入力し、入力された上記開口部の
大小情報に従って、上記ノズルが上記試薬容器内の試薬液面に到達したことを検知する複
数種類の液面到達検出手段のうち上記開口部が大の場合には上記液面到達検出手段として
、静電容量方式と電気抵抗方式のいずれかを選択し、上記開口部が小の場合には上記液面
到達検出手段として、光学的検知方式と圧力検知方式のいずれかを選択し、選択した液面
到達検出手段からの液面到達検出信号に基づいて、上記ノズルの試薬吸引動作を制御する
ことを特徴とする自動分析方法。
【請求項５】
　請求項４記載の自動分析方法において、上記試薬容器は、上記ノズルが試薬を吸引する
試薬吸引位置に試薬容器移動手段により移動され、上記試薬容器情報入力手段には、試薬
容器が液揺れ防止手段を有するか否かの情報が入力され、上記試薬容器情報入力手段から
入力された、液揺れ防止手段を有するか否かの情報に従って、上記試薬容器移動手段が試
薬容器を上記試薬吸引位置に移動させた後から上記ノズルによる試薬吸引動作を開始する
までの試薬吸引動作開始時間を変更することを特徴とする自動分析方法。
【請求項６】
　請求項５記載の自動分析方法において、上記試薬容器が液揺れ防止手段を有する場合に
おける、上記試薬吸引動作開始時間を、上記試薬容器が液揺れ防止手段を有していない場
合の上記試薬吸引動作開始時間より短時間とすることを特徴とする自動分析方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血液、尿等の生体サンプルの定性・定量分析を行う自動分析装置及び方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動分析装置における試薬分注機構には、試薬ディスペンシング方式と試薬ピペッティ
ング方式との２種類がある。試薬ピペッティング方式では試薬ボトルに試薬プローブが下
降し試薬の液面を検出する。試薬の液面を検出した後、試薬ごとに決められた試薬量をノ
ズルに分取し、一定量を反応容器に分注する。
【０００３】
　試薬ピペッティング方式では精度良く分取するために以下の点が重要である。
【０００４】
　（１）ノズル先端が試薬容器内の試薬液面から一定位置で停止すること。　
　（２）試薬分取時に試薬容器内の液面の揺れが少ないこと。
【０００５】
　一方、試薬容器内の試薬は項目により試薬成分は大きく異なる。界面活性剤が多量に含
まれる試薬では試薬の液揺れを原因とする試薬表面の泡の発生防止として泡立ち防止の円
筒形の「筒」を挿入している（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】特開２００５－８３７７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、Ｃａ（カルシウム）、ＡＬＰ（アルカリフォスフォターゼ）など空気中に存
在する二酸化炭素を吸収することでｐＨが変化し、データがドリフトする項目では試薬ボ
トルを蓋を形成して密閉し、必要時にその蓋の開閉、ピアッシングをする方法などが実施
される。また、データドリフトの影響を抑える為に頻繁にキャリブレーションを実施して
いる。
【０００８】
　一方、試薬ボトルの形状を工夫するだけでなく、例えば試薬の液揺れが原因による試薬
吸引不足を防ぐ為に予め試薬の残量を算出しておき、試薬分注の回数に応じて規定量だけ
試薬吸引プローブの下降距離を下げることで試薬の液面が揺れていても確実に試薬のある
高さまで試薬プローブを下降してから試薬を吸引したり、試薬液面の揺れが収まり、液面
が安定するまで一定時間待ってから試薬の吸引を開始するなど装置動作を工夫することで
対処しているものもある。
【０００９】
　上述のように、密閉式の試薬容器の使用がされているが、この密閉式の試薬容器のコス
トが高い。また、ＡＬＰ、Ｃａ以外の影響の無い検査項目まで密閉式の試薬容器を使用す
ると、オーバースペックとなってしまう。さらに、密閉式の試薬容器（ボトル）では試薬
容器の蓋を試薬プローブで突き刺す為、高速処理が困難である。
【００１０】
　また、多検体処理が可能な高速動作を行う自動分析装置では下記の課題がある。
【００１１】
　つまり、多検体処理が可能な高速動作の自動分析装置では試薬ボトルの揺れが大きくな
り試薬液面に発生する泡の量が増えるため試薬ボトル内に「筒」を挿入しているが試薬容
器のコストが高くなる。多検体処理の自動分析装置では大容量の試薬ボトルが必要になる
が、大容量の試薬ボトルでは発生する泡の量が多くなる。さらに、密閉式の試薬ボトルで
は試薬ボトルを試薬プローブで突き刺す為、高速処理が困難である。
【００１２】
　本発明の目的は、試薬の化学的特徴に適合した種類の試薬容器を使用する際、その試薬
容器に適した試薬分取動作が可能であり、分析データの信頼性が高く、処理能力の高い自
動分析装置及び自動分析方法を実現することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するため、本発明は次のように構成される。
【００１４】
　本発明の自動分析装置は、ノズルを試薬容器の開口部に挿入し、試薬容器内の試薬を吸
引し、反応容器内に吐出する試薬吸引吐出手段を有し、試薬容器の開口部の大小が入力さ
れる試薬容器情報入力手段と、上記ノズルが上記試薬容器内の試薬液面に到達したことを
検出する複数種類の液面到達検出手段と、上記試薬容器情報入力手段から入力された情報
に従って、上記複数種類の液面到達検出手段のうちのいずれかを選択し、選択した液面到
達検出手段からの液面到達検出信号に基づいて、上記試薬吸引吐出手段の試薬吸引動作を
制御する動作制御手段とを備える。
【００１５】
　また、本発明の自動分析方法は、ノズルを試薬容器の開口部に挿入し、試薬容器内の試
薬を吸引し、試料を収容する反応容器内に吐出し、反応容器内の混合液を分析する自動分
析方法において、試薬容器の開口部の大小を入力し、試薬容器情報入力手段から入力され
た情報に従って、上記ノズルが上記試薬容器内の試薬液面に到達したことを複数種類の液
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面到達検出手段のうちのいずれかを選択し、選択した液面到達検出手段からの液面到達検
出信号に基づいて、上記ノズルの試薬吸引動作を制御する。
【発明の効果】
【００１６】
　試薬の化学的特徴に適合した種類の試薬容器を使用する際、その試薬容器に適した試薬
分取動作が可能であり、分析データの信頼性が高く、処理能力の高い自動分析装置及び自
動分析方法を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明が適用される自動分析システムの全体構成を示すシステムブロック図であ
る。
【図２】本発明の一実施形態における分析手順を示した図である。
【図３】本発明が適用される自動分析システムにおける生化学分析モジュールの概略構成
図である。
【図４】本発明の一実施形態における試薬分注制御サイクルの説明図である。
【図５】本発明の一実施形態における自動分析装置に架される試薬ボトルの種類の例を示
す図である。
【図６】本発明の一実施形態における自動分析装置での試薬の液面検知方式を示す図であ
る。
【図７】本発明の一実施形態の自動分析装置における分析パラメータの設定画面５００の
一例を示す図である。
【図８】本発明の一実施形態の自動分析装置における試薬分注動作決定フローを示す図で
ある。
【図９】図８に示したフローを実行するための機能ブロック図である。
【図１０】本発明の一実施形態の自動分析装置における試薬分注動作決定フローを示す図
である。
【図１１】図１０に示したフローを実行するための機能ブロック図である。
【図１２】本発明が適用される自動分析装置の全体構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態について添付図面を参照して説明する。
【実施例１】
【００１９】
　図１は本発明が適用される自動分析システムの全体構成を示すシステムブロック図であ
る。
【００２０】
　図１において、自動分析システムは、検体ラック投入部１と、ＩＤ読取部２と、ラック
搬送装置である搬送ライン３と、再検査用搬送ライン４と、分析モジュール５～８と、検
体ラック待機部９と、検体ラック回収部１０と、全体管理用コンピュータ１１とを備えて
いる。
【００２１】
　検体ラック投入部１は、それぞれ複数個の検体（試料）を保持する複数個の検体ラック
を投入する部分である。分析モジュール５～８は、ラック搬送ライン３に沿って配置され
ているとともに、この搬送ライン３に取り外し可能に接続されている。分析モジュールの
数は任意でよく、図１に示した例では、４個の場合である。
【００２２】
　なお、図１に示した例では、分析モジュールは生化学分析モジュールの場合を示してい
るが、その他の分析モジュール、例えば、免疫分析モジュールや、遺伝子分析モジュール
との組み合わせで構成されていても良い。
【００２３】
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　搬送ライン３は、検体ラック投入部１からの検体ラックを、分析モジュール５～８のう
ち所定の分析モジュールに搬送する。また、搬送ライン３は、分析モジュール５～８での
分析が終了した検体を保持する検体ラックを、検体ラック回収部１０に収納するように搬
送する。分析モジュール５～８は、それぞれ、引込線５１、６１、７１、８１を有してい
る。
【００２４】
　検体ラックの搬送ライン３から分析モジュール５～８に対するそれぞれの搬送は、その
検体ラックを引込線５１、６１、７１、８１にそれぞれ引き込むことによって行われる。
【００２５】
　再検査用搬送ライン４は、分析モジュール５～８のいずれかで分析処理した検体ラック
を、再検査が必要である場合や、更に別の分析モジュールで分析する必要のある場合に、
搬送ライン３の入り口に戻すためのものである。
【００２６】
　また、精度管理試料や検体を搭載したラックが搬送される搬送ライン３又は再検査用搬
送ライン４に設置されるバッファ９１は、搬送ライン３又は再検査用搬送ライン４により
搬送される任意の試料を搭載したラックを任意の時間格納する。任意のタイミングにて再
びラックを分析モジュール５～８もしくは検体ラック回収部１０に対して供給し、更に、
精度管理試料や標準液など特定の時間に分析を行う試料を搭載し、分析モジュール５～８
に対して供給する事も可能である。
【００２７】
　検体ラック待機部９は、各分析モジュール５～８で分析された検体を他の分析モジュー
ルで更に分析する場合、各分析モジュール５～８での分注、分析が終ってから再検査すべ
きかどうかの判断結果が出るまで一時的に待機させる部分である。
【００２８】
　分析モジュール５～８は、それぞれの分析モジュール内の必要な処理のための制御を行
う分析モジュール用コンピュータ１２、１３、１４、１５を備えている。また、検体ラッ
ク投入部１は、検体ラック投入部１、搬送ライン３、再検査用搬送ライン４、バッファ９
１および検体ラック回収部１０内の必要な制御を行うコンピュータ１６を備えている。
【００２９】
　さらに、検体ラック待機部９は、検体ラック内の必要な制御を行うコンピュータ１７を
備えている。分析モジュール用コンピュータ１２～１７およびＩＤ読取部２は、全体管理
用コンピュータ１１に接続されている。コンピュータ１１には、更に必要な情報を入力す
る入出力装置を備えた操作部１８および分析結果を表示する表示部１９が接続されている
。
【００３０】
　検体ラックによって保持された検体は、検体に関する情報（受付番号、患者氏名、依頼
分析項目等）を示す検体ＩＤを有する。また、検体ラックは、ラック番号等のラック識別
情報を示すラックＩＤを有する。検体ラック投入部１に置かれた検体ラックは、搬送ライ
ン３によって搬送されるが、検体ラックが搬送ライン３に移った際に、検体ＩＤや検体ラ
ックＩＤが、ＩＤ読取部２で読み取られ、コンピュータ１１に送られる。コンピュータ１
１は、その情報に基づいて、依頼された分析項目の分析がいずれの分析モジュールで行わ
れるかを決定し、コンピュータ１６や決定された分析モジュール用コンピュータ１２～１
５にその情報を与える。
【００３１】
　図３は、本発明が適用される自動分析システムにおける生化学分析モジュールの概略構
成図である。
【００３２】
　図３において、生化学モジュール７は、複数の第１の試薬を収容する試薬容器４１と第
２の試薬を収容する試薬容器４２が、それぞれ円状に配列された第１の試薬ディスク４３
と、第２の試薬ディスク４４と、第１および第２の試薬分注ピペッタ４５、４６とを含む
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試薬系を備えている。
【００３３】
　また、試料分注ピペッタ４７を含むサンプル系と、恒温槽４８からの恒温水が循環する
反応ディスク４９上に複数個の反応容器５０が配列されている反応系と、多波長光度計５
２を含む測定系（分析系）とを備えている。
【００３４】
　検体ラック３０が引込線７１に引き込まれ、その検体ラックに保持されて、試料吸引位
置に位置付けられた検体（試料）は、試料分注ピペッタ４７により吸引され、反応ディス
ク４９の反応容器５０に試料分注位置において放出される。試料が放出された反応容器５
０は、反応ディスク４９の回転により、第１の試薬分注位置に移動され、そこで、その反
応容器５０には第１の試薬ディスク４３に保持されている第１の試薬は試薬ボトル４１に
保持されており第１の試薬ピペッタ４５により分注される。
【００３５】
　試薬分注時には試薬ピペッタ４５が試薬液中に侵入し過ぎないように試薬の液面を的確
に捉える液面検知機能を有しており試薬ピペッタ４５が必要以上に汚れることが無いよう
になされている。
【００３６】
　第１の試薬が分注された反応容器５０は、攪拌位置に移動され、そこで攪拌装置５３に
より試料と第１の試薬との攪拌が行われる。
【００３７】
　さらに、第２の試薬の添加が必要な場合は、攪拌処理済みの反応容器５０は、第２の試
薬分注位置に移動され、そこで、反応容器５０には、第２の試薬ディスク４４に保持され
ている試薬ボトル４２に収容された第２の試薬が第２の試薬ピペッタ４６によって分注さ
れる。分注済みの反応容器５０は、攪拌位置に移動され、そこで、攪拌装置５３により反
応容器５０内の試料、第１の試薬及び第２の試薬の攪拌が行われ、その反応液が生成され
る。
【００３８】
　反応液が入った反応容器５０は、測定位置に移動され、そこで、多波長光度計５２によ
り、反応液の多波長吸光度測定が行われ、生化学分析項目の分析結果が得られる。
【００３９】
　図２は本発明の一実施形態における分析手順を示した図である。図２において、反応容
器５０は最初に反応容器洗浄機構により洗浄される（ステップ７０１）。次に、試料分注
ピペッタ４７により検体５４が分取され、反応容器５０に検体５４は分注される（ステッ
プ７０２）。次に、第１試薬を分注する試薬分注ピペッタ４５のノズル４５１により第１
試薬が試薬容器から分取されて反応容器５０に分注される（ステップ７０３）。
【００４０】
　次に、反応容器５０中の検体５４と第一試薬は攪拌機構により攪拌され、反応液５６と
なる（ステップ７０４）。次に、第２試薬の試薬分注ピペッタ４６のノズル４６１により
第２試薬５７が反応容器５０に分注され（ステップ７０５）、その後に攪拌機構５３によ
り攪拌され、反応液５８となる（ステップ７０６）。
【００４１】
　次に、光源４１５からの光が反応液５８を通過して光度計５２に受光され、反応液５８
の吸光度測定が行われて分析結果が得られる（ステップ７０７）。
【００４２】
　分析が終了した反応容器５０は、再び洗浄され（ステップ７０１）、次の測定に備える
というシーケンスを繰り返す。
【００４３】
　なお、図２に示した例では、１つのセルに対して第１試薬、第２試薬の２つの試薬を反
応容器５０に分注し、最後に反応液５８の吸光度を測定し分析結果を算出しているが反応
容器５０に分注される試薬は１つ以上であれば良く、また本発明の一実施形態の装置では
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、反応容器５０は円周上に配置され光度計の廻りを複数回通過することから吸光度の測光
は複数
【００４４】
　図４は、本発明の一実施形態における試薬分注制御サイクルの説明図である。図４にお
いて、試薬分注ピペッタ４６、試薬ディスク４４、試薬ボトル４２は、試薬分注ピペッタ
４５、試薬ディスク４４３試薬ボトル４１と同様な動作を行うものである。
【００４５】
　試薬を分注する際には、試薬分注ピペッタ４５は試薬分注ポジションに移動すると共に
試薬ディスク４３は試薬ボトル４１を試薬分注ポジションに回転移動する（状態５０１）
。このとき、試薬ボトル４１内部の液面は試薬ディスク回転前には静止している（状態５
０４）。試薬ディスク４３の回転直後（状態５０２）、試薬ボトル４１内の液面は試薬デ
ィスク回転時の慣性力により液面は安定していないため試薬液面が安定するまで試薬分注
ピペッタ４５は試薬分注を待つ必要がある（状態５０５）。
【００４６】
　試薬液面が安定した後（状態５０６）、試薬分注ピペッタ４５は試薬分注のため液面ま
で下降動作を実施し、試薬分注を行う（状態５０３）。試薬分注ピペッタ４５のノズル４
５１は液面を探しながら試薬ボトル４１内を下降する（状態５０７）。試薬分注ピペッタ
４５のノズル４５１は試薬液面に接触した後に（状態５０８）、液面から規定量だけさら
に下降動作を継続する（状態５０９）。
【００４７】
　この動作では、液面からの下降距離は、試薬の吸引動作を行うと吸引量に比例した量だ
け液面が下がることから液面から固定の量だけとしても良いし、吸引量に比例した量だけ
としても良い。その後、試薬分注ピペッタ４５のノズル４５１は予め設定した量の試薬を
吸引する（状態５１０）。その後、試薬分注ピペッタ４５は上昇し（状態５１１）、液面
から離れて図示されていない反応容器５０に移動し試薬を吐出するという試薬分注制御サ
イクルを各試薬ボトル４１の分注ごとに繰り返す。
【００４８】
　図５は、本発明の一実施形態における自動分析装置に架される試薬ボトルの種類の例を
示す図である。図５において、試薬ボトル３０１は試薬の吸い口部分４１１が広いため試
薬分注ピペッタ４５のノズル４５１が試薬を吸引する際に試薬分注ピペッタ４５の停止位
置が多少、ずれても吸引動作が容易に行えるという特徴がある。また、ボトル形状が単純
であり試薬ボトル３０１の製造コストを抑えることができる。ただし、試薬ディスクが回
転した後に試薬容器内の液揺れが収まるまでの時間を必要とする。
【００４９】
　試薬ボトル３０２は試薬ボトル３０１に対して試薬ディスク回転後にできる限り短時間
で液揺れを抑え試薬分注動作時間を短くするために筒状の構造物４１２を試薬ボトル３０
２内に設けている。これにより、試薬ディスク回転時も筒状の構造物４１２内では試薬の
液揺れが少なく、試薬ボトル３０１よりも短時間で試薬の液面を安定させることが出来る
。これにより試薬ディスク回転後、速やかに試薬分注動作を開始することができる。
【００５０】
　試薬ボトル３０３は劣化が早い試薬のためのものであり、試薬吸引開口部４１３が小と
なる形状を有している。例えばＡＬＰ（アルカリフォスフォターゼ）は空気中に存在する
炭酸ガスを吸う事で試薬のＰＨ（水素イオン指数）が変化し反応性が変わってしまうため
試薬分注のための試薬吸い口の開口部を極力減らすことで劣化を抑えることができる。
【００５１】
　図６は、本発明の一実施形態における自動分析装置での試薬の液面検知方式を示す図で
ある。試薬の液面を検知する方式は図５に示した試薬ボトルの形状により最適な方式が選
択される。
【００５２】
　図６において、静電容量方式４０１は、試薬分注ピペッタ４５１のノズルが空気中にあ
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るときと液面に接触した時とでプローブ（ノズル）の電位をＶとし試薬ボトル４１を接地
し、空気中にあるときの静電容量と試薬に接触した時の静電容量との差を測定することで
試薬液面に到着したかどうかを判定している。
【００５３】
　電気抵抗方式４０２は、静電容量方式４０１が試薬分注ピペッタのノズルが空気中にあ
るときと液面にあるときの静電容量の差を判定に使用していたのに対して、電気抵抗の差
として捉える液面検知方式である。
【００５４】
　静電容量方式４０１と電気抵抗方式４０２とは、液面検知精度は高いが、試薬分注ピペ
ッタのノズルが液面に到達する前に例えば試薬ボトル４１に接触してしまうと液面と誤検
知する可能性もあるため試薬ボトル４１の吸い口の開口部は大きい方が好ましい。
【００５５】
　圧力検知方式４０３はプローブが空気中にあるときと液面にあるときとの圧力の差を検
知することで液面を検知する方式である。試薬分注ピペッタのノズルが空気中にあるとき
には大気圧に等しいが、液面到達時には液体と気体の粘性の差などにより生じる圧力の差
分を検知している。
【００５６】
　光学的検知方式４０４は、試薬ボトル４１の側面に光源４１５と試薬液面を検知する光
学的センサ４１６とを設け、試薬分注ピペッタのノズル先端部が光学センサ部４１６を横
切ったかどうかを光学センサ部４１６で検知して試薬ピペッタが液面に到着したかどうか
をチェックしている。
【００５７】
　圧力検知方式４０３および光学的検知方式４０４では、静電容量方式及び電気抵抗方式
に比較して、液面検知精度は低いが、試薬分注ピペッタのノズルが試薬容器の吸い口と接
触しても試薬の液面と誤検知する可能性が少ない為、試薬の吸い口開口部の狭い試薬ボト
ルにも適用可能である。
【００５８】
　図７は、本発明の一実施形態の自動分析装置における分析パラメータの設定画面５００
の一例を示す図である。分析パラメータとは検体中に含まれる特定成分を測定する際には
項目毎に検体分注量、試薬分注量であり、これらを設定し、予め装置に記憶させておき、
分析パラメータとして登録された情報を使っている。
【００５９】
　また、図７に記載された特に試薬ボトルの形状に関する情報は、例えば試薬ボトルに付
加されたバーコードやＲＦＩＤなど非接触型情報媒体に登録しておき、装置に試薬ボトル
を架設した後に装置にて各試薬ボトルに書き込まれた登録情報を読み取り、装置に記憶さ
せても良い。
【００６０】
　本発明の一実施形態においては、予め試薬の分注量等だけでなく、試薬ボトルの情報も
項目単位で設定する。図７において、本発明の一実施形態では試薬ボトルの試薬吸引開口
部情報５２１、液揺れ防止手段の有無情報５２２、液面検知方式情報５２３、試薬ディス
クが回転し試薬分注ポジションに移動してから液面が安定するまでの安定時間情報５２４
をオペレータがキーボード等の情報入力部により設定している。
【００６１】
　図７記載の実施例では、試薬ボトルの試薬吸引開口部情報５２１、液揺れ防止手段の有
無情報５２２、液面検知方式情報５２３、試薬ディスクが回転し試薬分注ポジションに移
動してから液面が安定するまでの安定時間情報５２４はオペレータがキーボード等の情報
入力部を使って設定しているが、装置に架設する試薬ボトルに対してバーコードやＲＦＩ
Ｄなど非接触型情報媒体に、これらの情報を事前に記録しておくことで装置に記憶するこ
とも出来る。
【００６２】
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　試薬ボトル内における試薬液面の安定時間は試薬分注制御サイクルのＮ倍で規定するこ
とが望ましい。本発明の一実施形態では、試薬ディスク回転直後に分注するのでは無く、
試薬分注制御サイクル上、１サイクル分、試薬分注動作のみ停止してから試薬の分注動作
を開始する設定となっている。この間、装置全体は停止せず反応容器の洗浄や反応液の吸
光度の測定などは実施していても構わない。
【００６３】
　図８は、本発明の一実施形態の自動分析装置における試薬分注動作決定フローを示す図
であり、図９は、図８に示したフローを実行するための機能ブロック図である。
【００６４】
　本発明の一実施形態の自動分析装置では、試薬ボトルの形状により試薬分注動作および
液面検知方式を画面５００によりオペレータが選択してから実際の試薬分注動作を決定す
る例を示しているが、各試薬ボトルに付加したバーコードやＲＦＩＤなど非接触型の情報
媒体に記憶させておくことで装置側が記憶された情報に従い、実際の試薬分注動作を決定
しても良い。
【００６５】
　ステップ６０１で動作が開始され、試薬分注開始前は、液面判断部（コンピュータ）４
１９が試薬ボトル情報入力部５００により設定された各項目での試薬ボトルの形状情報に
関して最初に当該試薬ボトルに液揺れ防止機構の有無をチェックする（ステップ６０２）
。ステップ６０２で液揺れ防止機構がない場合は、ステップ６０４に進み、試薬ボトルの
開口部が小か大かを判断する。
【００６６】
　ステップ６０４で試薬ボトルの開口部が大と判断した場合は、ステップ６０７に進み、
液面判断部４１９は、試薬ディスク駆動部４１８が試薬ディスクを停止後、１サイクル経
過したか否かを判断する。試薬ディスクの停止の１サイクル後、液面判断部４１９は、動
作制御部９にその旨を伝達する。動作制御部は、液面判断部４１９からの伝達信号に従っ
て、試薬分注ノズル駆動部４２２を制御し、試薬ボトル４１内にノズル４５１を挿入し下
降させる。液面判断部４１９は、静電容量検出部４１７が検出した静電容量値から、ノズ
ル４５１が液面に到達したか否かを判断し、液面に到達したと判断するとその旨を動作制
御部４２０に伝達する。
【００６７】
　一方、ステップ６０４で試薬ボトルの開口部が小と判断した場合は、ステップ６０８に
進み、液面判断部４１９は、試薬ディスク駆動部４１８が試薬ディスクを停止後、１サイ
クル経過したか否かを判断する。試薬ディスクの停止の１サイクル後、液面判断部４１９
は、動作制御部９にその旨を伝達する。動作制御部は、液面判断部４１９からの伝達信号
に従って、試薬分注ノズル駆動部４２２を制御し、試薬ボトル４１内にノズル４５１を挿
入し下降させる。液面判断部４１９は、圧力センサ４１４が検出した圧力値から、ノズル
４５１が液面に到達したか否かを判断し、液面に到達したと判断するとその旨を動作制御
部４２０に伝達する。
【００６８】
　また、ステップ６０２で液揺れ防止機構がある場合は、ステップ６０３に進み、試薬ボ
トルの開口部が小か大かを判断する。なお、試薬ボトルの開口部が大か小かの図５に示し
た試薬ボトル３０３のような開口形状を有する場合を、開口部が小であり、試薬ボトル３
０１、３０２の場合の開口部は大であるとする。
【００６９】
　ステップ６０３で試薬ボトルの開口部が大と判断した場合は、ステップ６０５に進み、
液面判断部４１９は、試薬ディスク駆動部４１８が試薬ディスクを停止した直後か否かを
判断する。試薬ディスクの停止直後に、液面判断部４１９は、動作制御部９にその旨を伝
達する。動作制御部は、液面判断部４１９からの伝達信号に従って、試薬分注ノズル駆動
部４２２を制御し、試薬ボトル４１内にノズル４５１を挿入し下降させる。液面判断部４
１９は、静電容量検出部４１７が検出した静電容量値から、ノズル４５１が液面に到達し
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たか否かを判断し、液面に到達したと判断するとその旨を動作制御部４２０に伝達する。
【００７０】
　一方、ステップ６０３で試薬ボトルの開口部が小と判断した場合は、ステップ６０６に
進み、液面判断部４１９は、試薬ディスク駆動部４１８が試薬ディスクを停止した直後か
否かを判断する。試薬ディスクの停止直後に、液面判断部４１９は、動作制御部９にその
旨を伝達する。動作制御部は、液面判断部４１９からの伝達信号に従って、試薬分注ノズ
ル駆動部４２２を制御し、試薬ボトル４１内にノズル４５１を挿入し下降させる。液面判
断部４１９は、圧力センサ４１４が検出した圧力値から、ノズル４５１が液面に到達した
か否かを判断し、液面に到達したと判断するとその旨を動作制御部４２０に伝達する。
【００７１】
　なお、圧力センサ４１４は、ノズルの試薬吸引吐出を制御するポンプ４２３の近辺に取
り付けられており、ノズル内の圧力を検出する。
【００７２】
　上述した例では、液揺れ防止機構の有無、試薬ボトル開口部の大小で静電容量方式か圧
力検知方式かを選択するように構成したが、設定部５００に液面検知方式が設定されてい
る場合は、それを優先して採用する。
【００７３】
　また、設定部５００に設定された液面検知方式と、自動的に選択した液面検知方式とが
異なる場合、静電容量検出部４１７及び圧力センサ４１４の両者の出力信号から、ノズル
が液面に到達したと判断するように構成することもできる。例えば、静電容量式を用いた
場合、試薬液面発生し、その泡にプローブ先端が接触した場合、液面に到達していないに
も拘らず、静電容量値が変化する場合が考えられる。この場合、ノズル内の圧力も検知し
ておき、ノズル内圧力が一定値以上変動していない場合は液面誤検知と判断し、さらにノ
ズルを下降させて、その後に静電容量値が変化したときを液面に到達したと判断すること
もできる。
【００７４】
　さらに、液面安定時間も、試薬ボトルが液揺れ防止手段を備えているか否かにより、自
動的に設定することもできるし、設定部５００により液面安定時間が設定されていれば、
それを優先して液面安定時間とすることもできる。
【００７５】
　また、図８、図９には、静電容量方式、圧力検知方式の２つのみ示しているが、光学的
検知方式、電気抵抗方式など別の方式を選択しても良いし、液面安定時間に関しても試薬
分注制御サイクルを１サイクル停止するだけでなく任意の倍数の分注制御サイクルだけ停
止しても良い。
【００７６】
　図１０は、本発明における第二の実施形態の自動分析装置における試薬分注動作決定フ
ローを示す図であり、図１１は、図１０に示したフローを実行するための機能ブロック図
である。
【００７７】
　本実施例では、事前に試薬ボトルの情報を装置の設定画面上あるいは試薬ボトルに付加
された非接触型情報媒体からの情報を必要とせず装置が備えた液面検知手段のみで判断す
る例をしめしている。
【００７８】
　ステップ７１１で動作が開始される。試薬分注機構７０３は試薬ボトル７０１の液面ま
で下降動作を行う。ステップ７１２において光学的液面検知手段（７０２ａ／ｂ）により
装置は液面を認識し、液面を認識したことを液面判断部７０６に報告する。次にステップ
７１３において試薬分注機構７０３の流路に備えられた圧力検知機構７０４にて、実際に
液面に到着しているのか圧力にて判断し、結果を液面判断部７０６に報告する。次に、液
面であると判断した場合にはステップ７１４により実際に試薬ボトル内の試薬を吸引する
。この際、動作制御部７０７は、液面判断部７０６からの伝達信号に従って、試薬分注ノ
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ズル駆動部７０８を制御する。
一方、ステップ７１３にて圧力検知機構７０４の判断により、液面でないと判断した場合
にはステップ７１５にて試薬分注機構７０３は更に一定量、下降した後にステップ７１３
に戻り液面に到着したか確認した後に動作制御部７０７は、液面判断部７０６からの伝達
信号に従って、試薬分注ノズル駆動部７０８を制御する。
なお図１０，１１には、光学的検知方式と圧力検知方式の組み合わせによる判断フローを
示しているが、静電容量方式、電気抵抗方式などと組み合わせて選択しても良い。
【００７９】
　以上のように、本発明の実施形態によれば、使用する試薬ボトルの種類（試薬吸引開口
部の大小、液揺れ防止手段の有無）に従って、適切な液面検知方式及び液面安定時間を選
択して、試薬分注動作を制御するように構成したので、試薬の化学的特徴に適合した種類
の試薬容器を使用する際、その試薬容器に適した試薬分取動作が可能であり、分析データ
の信頼性が高く、処理能力の高い自動分析装置及び自動分析方法を実現することができる
。
【００８０】
　なお、上述した例は、本発明を複数の分析モジュールを有する自動分析システムに適用
した場合の例であるが、自動分析装置についても適用可能である。
【００８１】
　本発明が適用される自動分析装置について以下に説明する。
【００８２】
　図１２は、上述した自動分析装置の全体構成を示す図である。図１２において、間欠回
転可能に設けられた反応ディスク１０１には、透光性材料からなる多数の反応容器１２０
が円周に沿って装着されている。反応容器１２０は、恒温槽１４１によって所定の温度（
例えば３７°Ｃ）に維持される。恒温槽１４１内の流体は、恒温維持装置１６１により温
度調整される。
【００８３】
　サンプルディスク２０１上には、血液又は尿のような生体サンプルを収容した多数の検
体容器２２１が配置される。可動アーム２４１に取り付けられたピペットノズル２６１は
、サンプルディスク２０１の吸入位置に位置付けられた検体容器２２１から所定量のサン
プルを吸入し、そのサンプルを反応ディスク１０１上の吐出位置にある反応容器１２０内
に吐出する。
【００８４】
　試薬保冷庫３０Ａ、３０Ｂ内にそれぞれ配置されている試薬ディスク上には、バーコー
ドの如き試薬識別情報を表示したラベルが貼られた複数の試薬ボトル３２Ａ、３２Ｂが配
置される。これらの試薬ボトル３２Ａ、３２Ｂには、分析装置によって分析され得る分析
項目に対応する試薬液が収容されている。
【００８５】
　各試薬保冷庫３０Ａ、３０Ｂに付属されたバーコード読み取り装置は、試薬登録時に、
各試薬ボトルの外壁に表示されているバーコードを読み取る。読み取られた試薬情報は、
試薬ディスク上のポジションと共に後述するメモリ５６に登録される。
【００８６】
　各試薬分注機構３６Ａ、３６Ｂにおける試薬用ピペットノズルは、反応ディスク１０１
上の試薬受け入れ位置に位置付けられる検査項目に応じた試薬ボトルから試薬液を吸入し
、該当する反応容器１２０内へ吐出する。反応容器１２０内に収容されたサンプルと試薬
の混合物は、撹拌機構３８Ａ、３８Ｂにより撹拌される。反応容器１２０の列は、白色光
源４０１と多波長光度計４２１とによって挟まれた測光位置を通るように回転移動される
。
【００８７】
　各反応容器１２０内におけるサンプルと試薬との反応液は、反応ディスク１０１の回転
動作中に測光される。サンプル毎に測定されたアナログ信号は、Ａ／Ｄ変換器４４１に入
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力される。反応ディスク１０１の近傍に配置されている反応容器洗浄機構１８０は、使用
済みの反応容器１２０の内部を洗浄することにより、反応容器の繰り返しの使用を可能に
する。
【００８８】
　次に、図１２に示した自動分析装置における制御系及び信号処理系について簡単に説明
する。
【００８９】
　コンピュータ５０１は、インターフェース５２１を介して、サンプル分注制御部２８１
、試薬分注制御部３９１、Ａ／Ｄ変換器４４１に接続されている。コンピュータ５０１は
、サンプル分注制御部２８１に対して指令を送り、サンプルの分注動作を制御する。また
、コンピュータ５０１は、試薬分注制御部３９１に対して指令を送り、試薬の分注動作を
制御する。
【００９０】
　Ａ／Ｄ変換器４４１によってディジタル信号に変換された測光値は、コンピュータ５０
１に取り込まれる。インターフェース５２１には、印字するためのプリンタ５４、記憶装
置であるメモリ５６やフレキシブル磁気ディスクドライブ５８、操作指令等を入力するた
めのキーボード６０、画面表示するためのＣＲＴディスプレイ１００が接続されている。
【００９１】
　画面表示装置としては、ＣＲＴディスプレイの他に液晶ディスプレイなどを採用できる
。メモリ５６は、例えばハードディスクメモリ又は外部メモリにより構成される。メモリ
５６には、各操作者のパスワード、各画面の表示レベル、分析パラメータ、分析項目依頼
内容、キャリブレーション結果、分析結果等の情報が記憶される。
【００９２】
　次に、図１２に示した自動分析装置におけるサンプルの分析動作を説明する。自動分析
装置によって分析可能な項目に関する分析パラメータは、予めキーボード６０の如き情報
入力装置を介して入力されておリ、メモリ５６に記憶されている。操作者は、後述する操
作機能画面を用いて各サンプルに依頼されている検査項目を選択する。この際に、患者Ｉ
Ｄなどの情報もキーボード６０から入力される。各サンプルに対して指示された検査項目
を分析するために、ピペットノズル２６１は、分析パラメータにしたがって、検体容器２
２１から反応容器１２０へ所定量のサンプルを分注する。
【００９３】
　サンプルを受け入れた反応容器は、反応ディスク１０１の回転によって移送され、試薬
受け入れ位置に停止する。試薬分注機構３６Ａ、３６Ｂのピペットノズルは、該当する検
査項目の分析パラメータにしたがって、反応容器１２０に所定量の試薬液を分注する。サ
ンプルと試薬の分注順序は、この例とは逆に、サンプルより試薬が先であってもよい。
【００９４】
　その後、撹拌機構３８Ａ、３８Ｂにより、サンプルと試薬との撹拌が行われ、混合され
る。この反応容器１２０が、測光位置を横切る時、多波長光度計４２１により反応液の吸
光度が測光される。測光された吸光度は、Ａ／Ｄ変換器４４１、インターフェース５２１
を経由して、コンピュータ５０１に取り込まれる。この吸光度は、検査項目毎に指定され
た分析法により予め測定しておいた検量線に基づき、濃度データに変換される。各検査項
目の分析結果としての成分濃度データは、プリンタ５４やＣＲＴ１００の画面に出力され
る。
【００９５】
　以上の測定動作が実行される前に、操作者は、分析測定に必要な種々のパラメータの設
定や試料の登録を、操作画面を介して行う。また、操作者は、測定後の分析結果をＣＲＴ
１００上の操作画面により確認する。
【００９６】
　図１２に示した自動分析装置に対しても、本発明は適用可能である。
【符号の説明】
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【００９７】
　１・・・検体ラック投入部、２・・・ＩＤ読取部、３・・・ラック搬送ライン、４・・
・再検査用搬送ライン、５～・・・分析モジュール、９・・・検体ラック待機部、１０・
・・検体ラック回収部、１１・・・全体管理用コンピュータ、１２～１７・・・分析モジ
ュール用コンピュータ、１８・・・操作部、１９・・・表示部、４１・・・試薬容器、５
１、６１、７１、８１・・・引込線、９１・・・バッファ部、４１４・・・圧力センサ、
４１７・・・静電容量検出部、４１８・・・試薬ディスク駆動部、４１９・・・液面判断
部、４２０・・・動作制御部、４２２・・・試薬分注ノズル駆動部、４２３・・・ポンプ
、４５１、４６１・・・ノズル（プローブ）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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